
All Japanで感染症対策に取り組むための基盤整備 ～新興・再興感染症データバンク事業～

臨床情報及び生体試料等の一元的な収集・管理

協力医療機関の負担をかけずに、臨床情報・検体を迅速
に収集、管理

クラウド等を活用し、臨床情報・検体情報・病原体ゲノム・
ヒトゲノムデータを連結し、データベース化

病原体バンクの構築

患者臨床情報・検体情報を統合した解析例と
予測される成果例

例えば、以下のような研究にターゲットを絞る。

臨床情報とヒトゲノムデータから、易罹患性や重症化に係
わる遺伝子変異を同定し、感染予防・重症化予防に繋が
る新たな薬剤の検討を行う。

病原体の病原性・増殖性の機構等を解明し、新たな検査
手法やワクチンの開発、治療薬のターゲットを同定する。

病原体に対する免疫応答の解析をもとに、感染症治療に
有効な抗体医薬の開発を行う。

想定される事業フローと成果

国民

検体・データの一元管理
プラットフォーム

※NCGM・感染研がプラットフォームの管理者となる。大学等との連携を想定

（データベース構築、計算・保管・閲覧・検索・活用システム等に係わる知見等の共有）

臨床情報
検体等

協力医療機関(大学含む）

大学・研究機関・企業の専門家による研究・開発

検体・データ
の提供

検査手法
治療

ワクチン

「国立感染症研究所と国立国際医療研究センターの体制強化を図るとともに、一体的な取組を進めるための体制を構築する。」

【経済財政運営と改革の基本方針2020】令和２年７月１７日閣議決定

国立感染症研究所及び国立国際医療センターの連携により、感染症の感染力・重篤性等を迅速に評価・情報
発信できる仕組みを整備する。
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